
 

 

第 6次鴻巣市総合振興計画〈平成 29年度～令和 8年度〉 

 

 

令和７年度  実 施 計 画 
計画期間 〈令和７年度～令和９年度〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

― 目 次 ― 

 

第 1章 実施計画の概要 

 
1 計画の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

2 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

3 計画の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

4 計画の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

5 実施計画事業の選定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

第 2章 財政計画 

 
1 計画期間内の財政見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

（1）歳入見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

（2）歳出見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

2 市の財政フレーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

第 3章 分野別計画 

 
・ 令和７年度 実施計画対象事業一覧表・・・・・・・・・・・・・・ 5～ 6 

 

・ 実施計画書（ソフト事業一覧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～17 

 

・ 実施計画書（ハード事業一覧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18～26 

 

・ 参考（国民健康保険事業特別会計、水道・下水道企業会計事業一覧）・・・27～29 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 1章 実施計画の概要 

1 計画の趣旨 

第 6 次鴻巣市総合振興計画の基本計画で定められた施策をどのように実施していくかを具体的に

示す「実施計画」は、新年度を含めた向こう 3か年間の重要事業の推進の方向性を示すことを目的に、

毎年度、予算が確定する 3月末に策定しているものです。 

この計画は、次年度以降の予算編成及び事業実施の指針として、また、市が取り組んでいる重要

事業の内容を市民の皆様に知っていただく役割を担っています。 

このたび公表する実施計画に掲載した事業に関しては、今後、①事業担当部課による事業内容や

事業費の精査、②それに基づく予算の概算要求、③市長の予算査定、④市議会における審議等、

様々な過程を経て予算化・事業化を目指していくことになります。 

なお、これらの予算化・事業化を目指す一連の作業のなかで、事業費の拡大・縮小、事業の取り止

め・延伸・前倒し等、事業実施上、変更する場合があります。 
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2 計画の期間 

本計画の期間は、令和 7年度から令和 9年度までの 3か年とします。 

今回の実施計画は、第 6次鴻巣市総合振興計画の第 9期目の実施計画となります。 

※ローリング方式 

総合振興計画など、長期の事業計画の

実施過程で計画と実績を毎年チェックし、

計画的な目標達成を図る方式。 

基 本 構 想 

後 期 基 本 計 画 前 期 基 本 計 画 

実施計画 

実施計画 毎年度 3か年 ローリング方式※ 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

次期 

次期 
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3 計画の基本方針 

本計画に掲げられた事業を進めるにあたっては、財源の確保に最大限努めるとともに、行政評価

の考え方に基づき、効果的・効率的に事業を進めます。 

また、それぞれの事業の実施にあたっては、 

◆政策 1 子育て・教育・文化に関する政策 

～未来をひらく人材を育て、 

          確かな学びと文化が根付くまちづくり～ 

◆政策 2 保健・福祉・医療に関する政策 

～いきいきと健康で充実した生活を過ごせるまちづくり～ 

◆政策 3 安全・安心に関する政策 

～安全・安心に暮らせるまちづくり～ 

◆政策 4 都市基盤に関する政策 

～都市機能と豊かな自然が調和した 

住みよい快適なまちづくり～ 

◆政策 5 産業に関する政策 

～にぎわいと活力と魅力を創出できるまちづくり～ 

◆政策 6 市民協働・行政運営に関する政策 

～市民協働による一人一人が主役のまちづくり～ 

という、基本構想に定める、「6つの政策展開の方向」のもと取り組みます。 

 

4 計画の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・基本事業を実現するため

の最も具体的な事務事業です。 

この中から「実施計画事業」を選定 

基本事業 

（105） 

事務事業 

（約 1,000） 

施策 

（28） 

基本構想で定める最も大きな柱

である 6つの政策です。 

 

政策を実現する手段としての

28の施策です。 

 

実施計画 

基本計画 
施策を実現する手段を特性別に

まとめた 105の基本事業です。 

基本構想 

政策 

（6） 

2



 

 

5 実施計画事業の選定基準 

実施計画事業は、向こう 3か年を計画期間として毎年ローリングします。 

今年度の対象事業については、下記の基準によって選定しています 

（※ 対象事業は第 3章一覧表のとおり）。 

 

 

 

 

 
 

第２章 財政計画 

１ 計画期間内の財政見通し 

我が国の経済情勢は、官民連携した賃上げを始めとする所得環境の改善や企業の採用

意欲の高まりに伴う雇用情勢の改善などが相まって、民間需要主導の経済成長が実現し、

緩やかな回復が続くことが期待されます。 

しかしながら、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の

継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、

また、物価上昇、アメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動の影

響等に十分留意する必要があります。 

本市においても、依然として厳しい財政状況が続いておりますが、賃金上昇が物価上昇

を安定的に上回る経済への移行に向け、緩やかな回復が継続することが想定されます。一

方、投資的経費である普通建設事業費の増加や社会保障施策に要する経費である扶助

費の恒常的な増加に加え、エネルギー・物価高騰の長期化による各種経費の増加が市の

財政を圧迫しており、国庫支出金等の積極的な活用と自主財源の確保に取り組むことが、

より一層重要な課題となっております。 

また、「市民と歩む新しい鴻巣」を基本姿勢として、しあわせと生きがいを感じられる“ウェ

ルビーイング”なまちづくりに向け、都市基盤の整備や交通の利便性向上、こども・子育て支

援、教育環境の整備、福祉施策の充実、全市的な SDGｓの推進などの事業に注力してまい

ります。 

これらのことから、一般会計の予算規模は令和７年度の約４３０億円から数十億規模で増

加すること予想されます。 

 

（１）  歳入見通し 

ア 市税は、令和７年度は、生産年齢人口の減少が見られるものの、全体としては納税

義務者数の増加が見込まれ、令和８年度以降は、民需主導の経済成長の実現により、

緩やかにプラスで推移すると推計しました。 

イ 地方交付税は、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、行政サービスを

安定的に提供しつつ、様々な重要課題に取り組めるよう令和６年度を上回る額を確保

する方針が地方財政対策で示されたことを勘案し、推計しました。 

１ 施策の成果に対し、貢献度が大きい事業 

２ まち・ひと・しごと創生総合戦略及び国土強靭化地域計画と連携する基本事業に位

置付けられる事務事業のうち、特に重要性の高い事業 

３ 複数年にわたり多額の事業費を必要とし、終期設定がある事業 

４ 制度改正等により事業費が大きく変動する事業 

５ 上記以外の事業で実施計画に位置づける必要がある事業 
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ウ 国・県支出金については、医療や介護、子育て支援などに係る給付費の増加、選挙

費用の増加等を見込み推計しました。 

（２） 歳出見通し 

ア 人件費は、職員の新規採用と退職者数の増減や定年延長を考慮し、710 人程度とな

ることを見込み推計しました。 

イ 扶助費は、高齢化の進行や子育て支援の充実、過去の決算の推移をもとに推計しま

した。 

ウ 公債費は、過去に発行した地方債の元利償還金を見込み推計しました。 

エ 繰出金は、各会計の自助努力での運営を前提とし、高齢化の進行に伴う福祉・医療

関連の繰出しや、北新宿第二土地区画整理事業及び広田中央特定土地区画整理事

業の計画的な進捗を図るための繰出しを見込み推計しました。 

オ 投資的経費は、本実施計画に位置付けられた普通建設事業の取組などを見込み

推計しました。 

 

2 市の財政フレーム 

《歳入》                                    単位：百万円 

 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

市 税 15,863 16,043  16,289  

地 方 交 付 税 7,120  7,400  7,400  

譲与税・交付金等 3,456  3,496  3,541  

国 県 支 出 金 11,085  11,853  13,278  

繰 入 金 2,412  2,902  3,166  

市 債 789  1,544  3,297  

そ の 他 2,406  2,482  2,481  

歳 入 合 計 43,131 45,720 49,452 

《歳出》                                    単位：百万円 

 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

人 件 費 7,208  7,189  7,096  

扶 助 費 12,223  13,006  13,838  

公 債 費 4,240  4,039  3,875  

補 助 費 等 4,753  4,750  4,766  

繰 出 金 4,356  4,271  4,271  

投 資 的 経 費 1,885  3,474  7,001  

そ の 他 8,466  8,991  8,605  

歳 出 合 計 43,131 45,720 49,452 

※この表は、令和７年 3月の推定値であり、今後経済・財政状況等で、大きく変動する場合があります。 
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第 3章 分野別計画 

令和 7度 実施計画対象事業一覧表 

（※事業費は百万円未満を切り上げています。） 

【ソフト事業】 

   （単位：百万円） 
詳細 
ページ 
番号 

総合戦略 強靭化 
政策体系 

事  業  名 令和7年度 令和8年度 令和9年度 
政策 施策 

基本 
事業 

7 ○ 〇 1 1 1 保育人材確保事業 68 68 68 

7 ○  1 1 2 地域子育て支援事業 59 59 59 

8 ○  1 1 2 こども家庭センター事業 27 27 27 

8 ○  1 1 4 結婚支援事業 13 13 13 

9 ○ 〇 1 2 1 小学校教育 ICT環境整備事業 189 478 230 

9 ○ 〇 1 2 1 中学校教育 ICT環境整備事業 81 246 122 

10 ○  1 2 5 
小・中学校適正規模及び適正配置

事業 
1 2 1 

10 ○ 〇 1 3 2 放課後児童クラブ管理運営事業 508 582 557 

11 ○ 〇 1 3 2 こどもの居場所支援事業 7 7 7 

12 ○ 〇 2 1 5 予防接種事業 522 522 522 

12   2 2 3 重層的支援体制整備事業 27 27 27 

13  ○ 3 1 3 災害支援体制整備事業 21 21 23 

13 ○ 〇 3 3 5 エコな住環境づくり事業 3 8 8 

14 ○  4 4 1 公共交通維持事業 172 155 171 

14 ○  4 4 1 デマンド交通運行事業 115 113 112 

15 ○ 〇 5 1 1 商工会補助事業 42 42 42 

16 ○ 〇 6 4 3 公共施設等マネジメント事業 6 5 5 

16  〇 6 4 4 情報系システム事業 109 117 101 

17 ○  6 4 5 マイナンバーカード交付事業 33 33 33 

17 ○  6 4 99 SDGｓ推進事業 7 5 5 

合    計 2,010 2,530 2,133 
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【ハード事業】 

   （単位：百万円） 
詳細 
ページ 
番号 

総合戦略 強靭化 
政策体系 

事  業  名 令和7年度 令和8年度 令和9年度 
政策 施策 

基本 
事業 

18 〇 〇 1 1 1 吹上地域保育園等新設整備事業 33 612 988 

18  〇 1 2 4 小学校施設維持管理事業 205 267 539 

19  ○ 1 2 4 小学校施設改修事業 392 49 346 

19  〇 1 2 4 中学校施設維持管理事業 107 156 316 

20  ○ 1 2 4 中学校施設改修事業 16 146 230 

20 〇  1 2 5 (仮称)川里義務教育学校整備事業 11 126 59 

21   3 2 1 交通安全施設整備事業 25 26 26 

22 ○ ○ 4 1 3 
北新宿第二土地区画整理事業特別

会計繰出金 
365 350 350 

22  ○ 4 2 2 荒川左岸通線整備事業 17 16 20 

23  ○ 4 2 2 駅南通線整備事業 31 10 10 

23  ○ 4 2 2 三谷橋大間線(3期工事)整備事業 297 83 83 

24  ○ 4 2 2 幹線道路等整備事業 115 115 115 

24  ○ 4 2 2 上尾道路接続市道整備事業 29 30 33 

25  〇 4 4 2 鴻巣駅東口エレベーター整備事業 27 100 50 

25 ○ ○ 4 5 2 (仮称)北新宿近隣公園整備事業 75 179  

26  ○ 5 2 2 
鴻巣・行田地区経営体育成基盤整

備事業 
2 11  

26 ○ ○ 5 2 3 道の駅整備事業 284 1,323 3,875 

合    計 2,031 3,599 7,040 

＜参考＞ 国民健康保険事業特別会計、介護保険特別会計、水道・下水道企業会計 

   （単位：百万円） 
詳細 
ページ 
番号 

総合戦略 強靭化 
政策体系 

事  業  名 令和7年度 令和8年度 令和9年度 
政策 施策 

基本 
事業 

27   2 1 6 保健衛生普及事業 101 101 101 

27   2 1 6 特定健康診査等事業 117 139 139 

28   2 3 4 
高齢者あんしんみまもりサービス

事業 
14 23 28 

29  ○ 3 5 1 配水管等布設事業 856 856 856 

29  ○ 3 6 1 汚水管渠整備事業 76 87 100 

合    計 1,164 1,206 1,224 
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第６次鴻巣市総合振興計画〈平成２９年度～令和８年度〉 

令和７年度 実 施 計 画 

〈計画期間 令和７年度～令和９年度〉 

令和７年 ３月 

 

発行／鴻巣市市長政策室総合政策課 

〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央１番１号 

電 話： 048-541-1321（代表） 

電 話： 048-541-9013（直通） 

ＦＡＸ： 048-543-5480 

https://www.city.kounosu.saitama.jp/ 
 


